
社団法人日本オリエンテーリング協会 常勤役員の退職金に関する規程 

 

制 定 平成 17年 9月 10 日 

 

（総 則）  

 

第１条 この規程は、社団法人日本オリエンテーリング協会常勤役員の退職金支給に関する事項 

を定める。 

 

（退職金の支給） 

 

第２条 常勤役員の退職金は理事会の承認を得て支給する。 

 

（在職期間） 

 

第３条 役員が任期満了の日又はその翌日再び常勤役員に選出された場合、在職期間は連続した 

    ものとみなす。 

 

（算出方法） 

 

第４条 退職金は、次の計算式で算出するものとする。 

 

  〈計算式〉 

   退職金＝在職中の平均月額報酬×在職期間（年数） 

 

２ 前項の計算式において、在職期間の１年に満たない端数については切り上げる。 

 

附  則 

 

この規程は、平成 17年 9月 10 日より実施する。 


